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           時事寸考            

 施設長・医師の吉田晴彦です。前回お書きした、国立感染症

研究所のインフルエンザ流行レベルマップでは、第 9 週(2/23

～3/1)で東京都が白色になりました。この文章を書いている時

点での最新情報(第 10 週：3/2～3/8)では北海道・北東北など

にまだ警報が残っていますが、このシーダ・ウォーカーが配ら

れる頃には全国的に流行は終焉していると思います。 

それに代わって始まっているのが春の花粉症ですね。花粉症

は春に限るものではなく、夏にはイネ科植物、秋にはブタクサ

やヨモギなどによる花粉症が生じますが、患者数が多いのはや

はりスギ・ヒノキによる春の花粉症でしょう。関東地方ではス

ギ花粉は 2～4月、ヒノキ花粉は 4、5月に飛散します。日本気

象協会 tenki.jp は 2015年の予想を発表していて、関東地方の

スギ花粉ピークは 3月上旬～中旬、ヒノキ花粉のピークは 4 月

中旬のようです。また、花粉の飛散数は前年夏の気象条件の影

響を受けますので、気温が高く日照時間が長く、降水量が少な

かった場合に翌春のスギ・ヒノキ花粉の飛散数が増えます。関

東地方の予測飛散数は対前年比 230％、対例年比 90％と予測さ

れています。つまり例年並みということですが、例年は飛散が

少なかったのですね。 

 このシーダ・ウォーカーが配布される時点ではスギ花粉のピ

ークは過ぎていますので今更ではありますが、花粉症について

少し調べてみましょう。マスクは鼻に入る花粉を 5 分の１～6

分の 1 に減らし、メガネは目に触れる花粉を 2 分の 1～3 分の

1 に減らすそうです。これでどれだけ効果があるかは患者さん

の方が詳しいと思います。インターネットを見ると上記の日本

気象協会や厚生労働省の他にも、多くの製薬会社が花粉症関連

のホームページを開設していて、かなり力を入れています。そ

れだけ花粉症の薬に需要があるということですが、薬は早めに

服用を開始した方が良いという話があります。その分、薬が多

く使われることになりますが、根拠がない訳ではなく、鼻粘膜

の炎症性変化を予防することによってその後の症状を抑える

という訳です。 

 口腔アレルギー症候群という病態が注目されています。野菜

果実過敏症とも呼びますが、特定の野菜や果物を食べた時に、

口唇・舌・のどにかゆみ、浮腫もしくは痛みが生じる病態で、

野菜や果物に含まれる特定の物質に対するアレルギー反応で

す。重症の場合は全身蕁麻疹、喘息さらにはアナフィラキシー

ショックを起こす可能性もあります。花粉症の方にこの口腔ア

レルギー症候群の発生が多いことが知られています。花粉と野

菜・果物に含まれる物質が同じものと免疫系に認識され、アレ

ルギー反応が起きます。北海道のシラカンバ花粉症に特に多い

ようですが、スギ花粉症でも生じるようですので上記のような

症状が起きた場合は注意してください。 

   イベント・コンサート※内容等、変更となる場合がございます。   
 3 月 28 日(土)こころ癒すハーモニー＆魅惑のフラダンス 

【コナ・アイランズ＆フラ・ハイビスカスの皆さん】 

 3 月 31 日(火)ピアノ連弾コンサート 

【ピアノ DUO*MUSE のお二人】 

 4 月 23 日(木)ジャズコンサート 

【甲斐久仁江さん・渡辺庸介さん・鈴木史門さん】 

 4 月 25 日(土)スプリングコンサート(男声 4 部コーラス) 

【TMW の皆さん】 

 

 

 

 

 

      栄養科より今月の一押しメニュー      
 4月の行事食は、4/5(日)昼食の“いなり寿司＆太巻き”
です。粥食の方には、“全粥と和風ハンバーグの野菜あんか
け”をご用意します。その他、4/3(金)には“桜 

ご飯”、4/16(木)には“筍ご飯”など 
春らしい旬の食材を用いた献立を予定 
しています。 
季節感を楽しみながら、バランスの良い食事

をお召し上がりいただき、元気にお過ごしください。 
       Cedar Walker で法律相談               

シーダ祭での「無料法律相談会」の開催をきっかけにはじま

ったこの連載。今回のテーマは… 

リフォーム詐欺 

先日、埼玉で一人暮らしをする 92歳の祖母のところで、ち

ょっとしたトラブルがありました。突然家に来た業者さんから、

床下を無料で点検すると言われ、点検をお願いしたそうです。

すると、床下の痛みが激しく修理が必要だと言われました。祖

母はよく分からないまま修理をお願いし、前金として 2万円を

支払ったそうです。 

たまたま祖母の家を訪問した母が業者の姿を目撃し、祖母か

ら事情を聞きました。母は、詐欺じゃないのと感じ取り、すぐ

に祖母の持っていた契約書の会社に電話をし、クーリングオフ

をすると伝えました。クーリングオフとは、私たち消費者が無

条件で契約をなかったことにできるものです。そうした連絡を

した直後に、先ほどの業者の男性が慌てて祖母の家に戻って来

ました。そして、受け取った 2 万円は返すから、クーリングオ

フはしないでくれと玄関先で土下座して懇願したそうです。 

祖母も母も事態がよく分からないまま、しかも土下座された

のに面食らってしまいました。そして、2 万円を返してもらえ

るならクーリングオフはしないと、これに応じ、その場は落ち

着いたそうです。 

しかし、ここで問題なのは、たとえ 2万円を返してもらった

としても、あくまで契約は有効に残っているということです。

クーリングオフをされなかったのを良いことに、クーリングオ

フ期間が過ぎたところで、業者から改めて支払いが請求される

ということが十分にあり得ます。2 万円の返金を受ければ、そ

れですべてが無しになるとは思わないでください。契約をなか

ったことにするには、契約そのものを解約すると明確に相手に

伝えることが必要です。 

また、床下点検や、屋根の点検で注意が必要なのは、よく写

真を見せられますが、それがまったく別の家の写真ということ

がよくあります。今回の件でも、祖母と母は業者さんから床下

の腐った写真を見せられたそうです。それを見た母は「これが

うちの床下かどうかなんて分からないじゃないの」と一喝した

そうですが。 

いきなり業者が家を訪ねてくる訪問販売は、トラブルが絶え

ません。その場で決めるのではなく、一度日を改めて連絡する

事がトラブル回避には有効です。 

桜丘法律事務所 弁護士 金澤万里子  

（電話）０３－３７８０－０９９１ 

（WEB）http://www.sakuragaoka.gr.jp/ 

      リニューアルオープンしました       
     この度、1階ロビーの喫茶コーナーがリニューアル

オープンしました。その名も『喫茶 桃の木』！ 

     メニューも新しくなり、オリジナルコーヒー、スト

レートティー、グリーンティーの 3種類からお選びいただけま

す。価格は変わらず 1杯 200 円となっておりますので、 

ご注文の際はお気軽に事務室までお声掛けください。

介護老人保健施設 シーダ・ウォーク 
〒１６７－００３４  東京都杉並区桃井３-４-９  
ＴＥＬ．０３-５３１１-６２６２（代） FAX.０３-５３１１-６１８０ http://www.kawakita.or.jp/ 
２０15 年 3 月 25 日発行 vol.94 編集：島田・藤山・大島 

http://www.sakuragaoka.gr.jp/
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地域連携会って 
どんなことをやっているの？ 

地域連携会は「地域の関係機関と共に、この地域を支え、地域住民や私達、

さまざまな事業所、皆が幸せになれる地域づくりに参画していくこと」を 

主旨に開催され、今年３回目を迎えました。 

今年は杉並区在宅支援課、ケア２４職員、在宅

ケアマネジャー、近隣の施設職員等４８名が参

加し、「みんなで支えよう！地域の環（わ）～地

域で取り組む包括ケア～」というテーマで事例

報告、グループディスカッションを行いました。 

 

参加者の声 

いろいろな職種が揃ってのグループワークはやはり多角的な

意見が出るので有意義でした。 

また事例が衝撃的で地域ネットワークの強さをひしひしと感

じました。 

顔の見える関係は大事ですね。良い会だったと思います。 

地域包括ケアを一施 

設が地域で考えるというきっかけ作りを行った事はすごいと

思いました。 

地域での情報共有、失敗等を生かしたそれぞれの各機関の連

携の必要性は強く感じました。 

困難事例を含めた地域でどうあるべきかを各機関で活かせる

ことは今後も継続していってほしいと思います。 

シーダ・ウォークの総合力はうらやましい！という感じです。 

区役所、包括センター、事業所との合同の会合でより現場の

状況の情報交換が出来て共同作業として手ごたえがありまし

た。 

 

アンケート提出者全員から高

評価をいただき、ほぼ全員が次

回も参加したいと希望があり

ました。 

また次年度も地域で顔が見え

るパイプ作りを通じて「地域で

その人らしい生活を支えるた

めに私たちにできること」につ

いて考える機会となるよう企

画を考えていきます。 

今回は2014年11月

２１日に開催しました 

第３回 地域連携会に

ついて紹介します 

地域連携会を終えて… 

事例報告 

グループディスカッションでは活発

な意見が交わされました 

デイケアのスペースを使用して開催 

グループディスカッションでは、住み慣れた地域でこれからも生

活を続けたいと考える方を支えるために、地域の機関として何が

できるかについて話し合いました。 

2/22(日)２階フロア利用者さんのご家族を

対象に「家族懇談会」を開催しました。 

まずは、緊張の中、職員(ケアマネジャー・

作業療法士・看護師・相談員・介護士)とご

家族の相互で自己紹介を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

テーマ 

「ケアの関わり方」 

について 

第一部では、「ユマニチュ

ード(優しさを伝えるケア

技術)」を使った事例映像を

通じて、ケアの関わり方を

ご紹介しました。 

ご家族の皆様からも、「とても参

考になりました。是非試してみた

いです」との声をいただきました。 

介護用品（靴・ヒップパット・ベット

等）の展示や紹介も行いました！！ 

第二部では、お茶とお菓子を食べながら、和やか

な雰囲気の中で、家族懇談会を行いました。 

現在、各ご家族が抱えている介護に関

する体験談を、共有し共感する事で、

不安や悩みの解消に繋がり、ご家族同

士の交流を図る事も出来ました。 

☆今回の懇談会を終えて、参加者の感想を紹介します！！ 

○同じ思いを持った方々とお話できる事は、大変慰めになり心が安らぎました。 

○色々な皆様と話し合えてよかったです！1 人ではないと実感できました。 

○同じような立場の方々がいらして、とても参考になりました。 

○皆さんのお話を伺って、皆さんも同じようなことを思ってらっしゃるんだなと思い、     

 とても安心しました。気持ちが楽になりました。 

お忙しい中、ご参加いただいた 8 名のご家族の皆様、 

ありがとうございました！！ 


